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要 旨 
 

＜概要＞ 

四国旅客鉄道株式会社の窪川
くぼかわ

駅発宇
う

和
わ

島
じま

駅行き１両編成（ワンマン運転）の下り第

４８２７Ｄ列車は、令和４年８月２５日（木）１８時３１分ごろ、半家
は げ

駅～江
え

川崎
かわさき

駅

間の直線区間を速度約７０km/hで走行中、列車の運転士が前方に約７０cmの大きさの

石を認め、非常ブレーキをかけたが、列車は石に衝突し、その後約６５ｍ走行して停

止した。 

停止後に運転士が列車を確認したところ、前台車全軸及び後台車後軸が脱線してい

た。 

列車には、乗客５名及び運転士１名が乗車しており、乗客１名が軽傷を負った。 

 

＜原因＞ 

本事故は、斜面から軌道上に落下していた石に列車が衝突したため、前台車前軸右



 

 

 

 

車輪がレール右方向に乗り上がり、脱線したものと推定される。 

斜面から石が落下したことについては、斜面上の転石群の石が経年的な風化により

落下した可能性が考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

四国旅客鉄道株式会社の窪川
くぼかわ

駅発宇
う

和
わ

島
じま

駅行き１両編成（ワンマン運転）の下り第

４８２７Ｄ列車は、令和４年８月２５日（木）１８時３１分ごろ、半家
は げ

駅～江
え

川崎
かわさき

駅

間の直線区間を速度約７０km/hで走行中、列車の運転士が前方に約７０cmの大きさの

石を認め、非常ブレーキをかけたが、列車は石に衝突し、その後約６５ｍ走行して停

止した。 

停止後に運転士が列車を確認したところ、前台車全軸及び後台車後軸が脱線してい

た。 

列車には、乗客５名及び運転士１名が乗車しており、乗客１名が軽傷を負った。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、令和４年８月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか

１名の鉄道事故調査官を指名した。 

四国運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

令和４年８月２６日 現場調査及び口述聴取 

令和４年８月２８日 現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

2.1.1 乗務員の口述等 

事故に至るまでの経過は、四国旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の窪川駅

発宇和島駅行き下り第４８２７Ｄ列車（以下「本件列車」という。）の運転士（以

下「本件運転士」という。）の口述によれば、概略次のとおりであった。 

事故当日は、宇和島駅で出勤点呼を受け、窪川駅まで乗務した。その後、

１６時３８分に窪川駅で中間点呼を受け、本件列車に乗務した。本件列車は半
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家駅（北宇和島駅起点３７ｋ４２０ｍ、以下「北宇和島駅起点」は省略する。）

を定刻（１８時３０分）に出発し、下
しも

半
は

家
げ

トンネル（３６ｋ５０８ｍ～３６ｋ

４４３ｍ）を抜けて直線区間に入った。この時点での列車速度は約７０km/hで

あり、直線区間に入って約４０ｍ走行する間、広範囲での確認と近い範囲での

前方確認を実施したが異常は認められなかった。この前方の曲線の制限速度が

６０km/hであることから、７０km/hから減速するために視線を下げて運転台の

速度計等を見てブレーキを扱った。ブレーキの動作を示す「Ｂ」の表示灯が点

灯したことを確認して、視線を上げて正面を見たところ、軌道上に何か黒いも

のがあると気付いた。動物ならば反応があるはずだと思い気笛を吹鳴したが、

その黒いものはその場で動かなかった。列車が近づいたところ、石（以下「本

件落石」という。）であることが分かり、非常ブレーキを使用したが間に合わ

ずに衝突した。衝突後、車体が浮き上がるような感覚はなく右方向（以下、前

後左右は列車の進行方向を基準とする。）へ「ズルズル」と滑るように走行し

て停止した。 

列車停止後、まず乗客にけが人がいないかを確認した。客席（ロングシート）

を見ると、左側の最後部に座っていた人が一番前まで滑ってきており、その人

は膝を擦りむいていたが、自分で立てる状態だったため、席に座ってもらった。

また、他の乗客にけががないことを確認した。 

けが人の確認後、業務用携帯電話を持って、客室の前方左側のドアから軌道

上に降り、床下を点検しながら指令に電話をかけて脱線したことを伝えた。続

けて、脱線した時刻、キロ程及び車両の損傷状況を伝えた。その後、約１km先

で倒木を伐採していた係員、駅員及び消防士が事故現場に到着し、協力して乗

客を降車させ、けが人を救急車へ、他の乗客をタクシーへ誘導した。 

なお、本件列車には、運転状況を記録する装置は装備されていない。また、後日、

同社が事故現場において本件運転士の立会いのもとで当時の状況を確認したところ、

本件運転士が黒いものに気付いたのは本件落石があった位置の約１３０ｍ手前、そ

れが石であることが分かり非常ブレーキを使用したのは本件落石があった位置の約

１００ｍ手前であったとのことである。 

（付図１ 予土線の路線略図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場の

状況と略図 参照） 

 

2.1.2 列車からの見通し状況に関する情報 

図１に、トンネルを抜けて直線区間に入った地点である、本件落石があった位置

の約２５５ｍ手前からの前方の見通し状況を示す。同図は、同社が令和５年４月

３０日に撮影した列車前方動画から抜粋した画像であり、実際に軌道上に石はない
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画像である。なお、本事故現場付近の直線区間では見通しを遮るものはなかった。 

 

 

図１ 本件落石があった位置の約２５５ｍ手前からの前方の見通し状況 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

本件列車に乗車していた乗客５名及び運転士１名のうち、乗客１名が軽傷を負った。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両に関する情報 

2.3.1 事故現場に関する情報 

(1) 地質等 

事故現場付近の地質は、地質図によると、砂岩主体の堆積岩が分布すると

されている。また、斜面には雑木が繁茂している。 

（付図４ 事故現場付近の表層地質図 参照） 

(2) 線形 

事故現場は、予土線の半家駅（３７ｋ４２０ｍ）と江川崎駅（３３ｋ

６１０ｍ）の間に位置しており、３６ｋ５０８ｍから３６ｋ４４３ｍまで下

半家トンネルがある。 

事故現場付近の線形は、３６ｋ９０２ｍから３６ｋ８５２ｍまで緩和曲線、
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３６ｋ８５２ｍから３６ｋ４７９ｍまで半径３５０ｍの左曲線、３６ｋ

４７９ｍから３６ｋ４２９ｍまで緩和曲線、３６ｋ４２９ｍから３５ｋ

９７８ｍまで直線、３５ｋ９７８ｍから３５ｋ９３３ｍまで緩和曲線、３５

ｋ９３３ｍから３５ｋ４９７ｍまで半径２５０ｍの右曲線、３５ｋ４９７ｍ

から３５ｋ４５２ｍまで緩和曲線である。また、事故現場付近の勾配は、

３６ｋ９４４ｍから３６ｋ６０６ｍまで８‰の上り勾配、３６ｋ６０６ｍか

ら３６ｋ２９４ｍまで１０‰の下り勾配、３６ｋ２９４ｍから３５ｋ８９５

ｍまで４‰の下り勾配である。 

(3) 脱線の状況 

本件列車は、先頭が３６ｋ１０９ｍ付近に停止しており、脱線していた前

台車前軸の位置は３６ｋ１１１ｍ付近、前台車後軸の位置は３６ｋ１１３ｍ

付近、後台車後軸の位置は３６ｋ１２３ｍ付近であった。 

本件列車の脱線状態については、前台車前軸及び同後軸はそれぞれ右側に、

後台車後軸は左側に脱線していた。また、後台車前軸の両車輪はレールの直

上にあり、右車輪はレール上に乗っている状態であったが、左車輪はレール

頭頂面から約６５mm浮いている状態であった。 

（付図３ 事故現場の状況と略図 参照） 

 

2.3.2 鉄道施設に関する情報 

(1) 予土線の概要 

予土線は、営業キロが７６.３kmの単線・非電化線区であり、軌間は

１,０６７mmである。 

(2) 軌道構造 

事故現場付近の軌道はバラスト軌道で、４０kgＮレール（高さ１４０mm）

が敷設されている。使用されているまくらぎの種類はＰＣまくらぎで、まく

らぎの配置数量は２５ｍ当たり３７本、道床の厚さは２００mmであり、レー

ル締結装置には板ばねを使用している。 

表１に、主な軌道の定期検査の種類と検査実施日を示す。直近の軌道の検

査履歴によると、軌道に異常を示す記録はなかった。 

 

表１ 軌道の検査履歴 

検査の種類 検査実施日 

軌道変位検査 令和４年４月 ４日 

レール検査 令和４年４月１８日 
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まくらぎ検査 令和４年６月 ２日 

道床検査 令和３年８月２５日 

 

2.3.3 車両に関する情報 

本件列車の概要を図２に示す。本件列車の主要諸元は表２のとおりである。なお、

同社によると、本件列車の非常ブレーキの性能は、空走時間２.０秒、平均減速度

３.７５km/h/sとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件列車の概要 

 

表２ 本件列車の主要諸元 

記号・番号 キハ３２－４号 

空車重量 ２７.１t*1 

編成定員 １００人 

座席定員 ３９人 

最大寸法 

（車体長×車体幅×高さ） 
１５,８００mm×２,７００mm×３,６２０mm 

床面高さ １,２４０mm 

 

本件列車について、令和元年１０月２３日に実施した全般検査、令和４年８月５

日に実施した交番検査及び令和４年８月２４日に実施した仕業検査の各記録簿によ

ると、車両及び台車の組立寸法は整備基準値以内であり、各検査の記録に異常を示

すものは認められなかった。 

 

2.3.4 斜面の概要及び斜面の管理に関する情報 

(1) 事故現場付近の斜面の概要 

事故現場付近の線路右側には、平均斜度４５°程度の 急 峻
きゅうしゅん

な斜面がある。

                         
*1 ［単位換算］１ｔ＝1,000kg（重量）、１kg（重量）：１kgf、１kgf＝９.８Ｎ 

←半家駅方 

車  種：内燃動車（ディーゼルカー） 

江川崎駅方→ 

●：脱線した輪軸 

キハ３２－４号 列車進行方向 
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この斜面は、線路中心から水平距離１８０ｍまでが、同社の所有する用地

（以下「本件斜面」という。）であり、その先は個人の所有地である。 

線路中心から水平距離３.０ｍの法
のり

尻
じり

*2より垂直距離６.０ｍの土留壁（勾

配１：０.３５）が施されている。土留壁の上部には、高さ２.０ｍの落石止

柵と落石検知線が設置されている。そこから水平距離５.５ｍの地点に立木

利用柵（以下「立木柵①」という。）が３６ｋ１８９ｍ～３６ｋ１７５ｍの

範囲で、立木柵①から水平距離４.５ｍの地点に別の立木利用柵（以下「立

木柵②」という。）が３６ｋ１７８ｍ～３６ｋ１６８ｍの範囲で設置されて

いる。立木利用柵には、斜面の中腹で落石を捕捉して落石止柵まで到達する

落石を減少させる効果や、落石のエネルギーを低減させる効果がある。同社

によると、多重の立木利用柵が設置された詳細な経緯は不明だが、過去に予

土線で発生した災害を踏まえて設置されたとのことである。図３に落石止柵

及び落石検知線の構造図を、図４に立木利用柵の構造図を示す。 

 

 

       (a)側面図             (b)断面図 

図３ 落石止柵及び落石検知線の構造図 

 

 

図４ 立木利用柵の構造図 

                         

*2 「法尻」とは、法面
のりめん

（人工的に作られた斜面）が地盤に移行する部分のことをいう。 

線
路
側

斜
面
側

平座金・Uボルト

線
路
側
か
ら

見
た
側
面

斜
面
側
か
ら

見
た
側
面

検知線碍子 ワイヤ ワイヤロープ支柱（H鋼）金網

内張支柱

金網

ワイヤ(支柱に固定)

検知線

碍子
ワイヤ
ロープ

ワイヤ ワイヤロープ金網 立木単管パイプ
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(2) 落石止柵の概要 

「落石対策技術マニュアル*3」によると、落石の跳躍高さに関して、『跳

躍高さについては過去の実験結果から斜面直交方向で約２ｍに収束すること

がわかっている。』とされている。同社は、本マニュアルに基づいて、落石

の跳躍高さを考慮して落石止柵の高さを決定しているとのことである。 

ここで、事故現場付近の斜面は平均斜度４５°で、落石止柵の根元から斜

面があるため、斜面直交方向に２ｍの高さを確保するためには、柵高は約

２.８ｍ必要である。一方、前項に記述したように、事故現場付近の落石止

柵の高さは２.０ｍである。同社によると、落石止柵は昭和４８年３月に当

時の基準に従って設置されたものであり、当時の基準の詳細は不明とのこと

である。 

また、落石止柵の設計上の吸収エネルギー（柵を突き破る限界のエネル

ギー）は５７.１kJである。 

(3) 斜面の管理方法 

同社の斜面管理としては、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平

成１３年国土交通省令第１５１号）に基づき同社が四国運輸局長へ届け出て

いる実施基準（以下「届出実施基準」という。）の一部である「土木施設実

施基準」、及び「鉄道構造物等維持管理標準*4・同解説（構造物編）土構造

物（盛土・切土）（平成１９年１月）*5」（以下「解説書」という。）に基づ

いて定められた同社の社内規程である「土工全般検査マニュアル」に則り、

通常全般検査が２年周期で実施されているほか、必要と考えられる場合に随

時検査及び個別検査が実施されている。 

通常全般検査の方法については、「土工全般検査マニュアル」に以下のよ

うに定められている。 

 

２．検査の方法 

（１）検査の実施 

１）土工等設備の全般検査（通常全般）は、主として徒歩巡回による目視

検査であるが、判定が困難な場合は、構造物の健全度を把握できるとこ

ろまで、できる限り接近する必要がある。 

                         
*3 「落石対策技術マニュアル」（公益財団法人鉄道総合技術研究所、平成３１年、p.8） 

*4 「鉄道構造物等維持管理標準」とは、鉄道構造物の維持管理の基本的な考え方を示したもので、各鉄道事業

者に国土交通省鉄道局長から通達されている指針をいう。 

*5 「鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）土構造物（盛土・切土）（平成１９年１月）」とは、公益

財団法人鉄道総合技術研究所が、それまでの調査研究で得られたデータの蓄積を活用して検査実務の一助とな

るように鉄道構造物等維持管理標準に解説を加えて刊行したものである。 
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２）検査時には、記録簿の他に必要によりカメラ、ポール、スケール、点

検ハンマー、クラックゲージ等を携帯する。 

（２）検査内容 

１）構造物に変状はないか。・・・・・・・・・・（変状の発見） 

２）変状の程度はどうか。・・・・・・・・・・・（変状程度の把握） 

・進行性はあるか。 

・機能への影響はあるか。 

３）周辺に環境変化はないか。・・・・・・・・・（環境変化の把握） 

４）運転保安を脅かす恐れはないか。・・・・・・（運転保安への影響度） 

５）対策工事等の必要性はあるか。・・・・・・・（措置の必要性） 

 

また、斜面の健全度の判定については、「土工全般検査マニュアル」に以

下のように定められている。 

 

６．健全度の判定 

（１）全般検査における健全度の判定は、変状の種類、程度および進行性等

に関する調査の結果に基づき、総合的に行うものとする。 

（２）健全度の判定区分 

健全度の判定区分は表２を標準とし、各構造物の特性等を考慮し定める

ことを原則とする。 

 

表２ 標準的な健全度と構造物の状態の関係 

健全度 構造物の状態 

Ａ  運転保安、旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行

の確保を脅かす、またはそのおそれのある変状等があるもの。 

 ＡＡ 運転保安、旅客および公衆などの安全ならびに列車の正常運行

の確保を脅かす変状等があり、緊急に措置（使用制限、補修・補

強あるいは必要に応じて改築・取替等）を必要とするもの。 

 Ａ１ 進行している変状等があり、構造物の性能が低下しつつあるも

の、または、大雨、出水、地震等により、構造物の性能を失うお

それのあるもの。 

 Ａ２ 変状等があり、将来それが構造物の性能を低下させるおそれの

あるもの。 

Ｂ  将来、健全度Ａになるおそれのある変状等があるもの。 
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Ｃ  軽微な変状等があるもの。 

Ｓ  健全なもの 

 

なお、個別検査における調査方法については、解説書において、変状の実

状に即して入念な目視を実施することとされている。 

(4) 本件斜面の管理 

同社によると、本件斜面については、平成９年以降、健全度をＡ２として

管理しているとのことである。図５に、本件斜面における直近の検査記録を

示す。本件斜面では、通常全般検査に加えて、変状等の実態を踏まえて個別

検査を実施し、同図に示されている巨岩や転石群を主に監視しているとのこ

とである。事故発生前直近では、令和２年１２月１１日に通常全般検査が、

また令和４年３月１０日に個別検査が実施され、変状の進行は確認されてい

なかった。このとき、落石止柵に損傷等も確認されていなかった。なお、個

別検査記録に残されていた巨岩や転石群の写真のうち、最新の写真は平成

１８年１２月８日に撮影されたものであった。同社によると、写真を撮影す

るのは前回検査時から変状の進行が確認された場合であり、平成１８年の写

真撮影以降、巨岩や転石群に変状の進行は確認されなかったとのことである。

また、本事故発生後においても巨岩や転石群に岩の分離跡等の異常は認めら

れなかったとのことである。 

また、図５に示されているように、本事故発生時、立木柵①と立木柵②に

は、共に土砂が堆積していた。土砂の堆積状況は、立木柵①では５割（高さ

１ｍ）程度であったが、立木柵②では７～１０割で柵が機能する高さも約

１０～５０cmと低くなっており、立木柵②は立木利用柵としての機能をほ

とんど果たせない状態であった。同社によると、立木柵②の土砂の堆積を認

識していたものの、立木柵①と立木柵②が３ｍ程度重複していることや、立

木柵①は機能していること、立木柵①と重複していない範囲では立木柵②の

土砂の堆積は５割程度であったことから、落石を捕捉可能と考えて立木柵②

の土砂の撤去は必要ないと判断していたとのことであった。 

さらに、図５の落石止柵には土砂が高さ１ｍ程度堆積していた。同社によ

ると、落石止柵の機能は低下しているため堆積の進行度を監視し、進行を認

めたときに対策を講じる計画としているとのことであった。 

（付図５ 事故現場付近の略図、付図６ 巨岩の状況、付図７ 転石群の状

況、付図８ 立木利用柵の土砂の堆積の状況、付図９ 落石止柵の土砂の

堆積の状況 参照） 
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図５ 事故現場付近の斜面検査図 

 

(5) 落石検知線の管理 

事故現場付近の落石検知線は、2.6.2に後述するように、断線すると特殊

信号発光機*6が動作して乗務員に知らせる「破断式」のもので、昭和６１年

８月に設置された。検知線としては直径２.６mmの電線が使用されており、

約２２～２３cmの間隔で８本の検知線が張られている。 

落石検知線の検査としては、敷設状態の検査と検知機能の検査がある。敷

設状態の検査周期は、届出実施基準の一部である「運転保安設備実施基準」

において１年と定められているが、同社によると３か月に１度検査している

とのことである。検査内容としては、落石検知線の損傷の有無や緩みの程度

を確認している。直近では令和４年７月１９日に検査を実施し、３６ｋ

１８５ｍ付近において、検知線を固定させる碍
がい

子
し

の脱落を認めたが、令和４

年８月２２日に碍子の取替えを完了し、落石検知線の損傷や緩みがないこと

を確認していた。また、検知機能の検査周期は、「運転保安設備実施基準」

においては必要の都度と定められているが、同社によると６か月に１度検査

しているとのことである。検査内容としては、疑似的に落石検知線の回路が

切断された状態を作ることで、正常に動作することを確認している。直近で

は令和４年７月１９日に検査を実施し、検知機能に異常がないことを確認し

                         
*6 「特殊信号発光機」とは、踏切支障報知装置（押しボタン）、踏切障害物検知装置、限界支障報知装置、落石

警報装置などと連動し、これらが動作した場合に発光信号を現示するものである。 
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ていた。 

(6) 過去の事象に関する情報 

本件斜面においては以前にも軌間内への落石事象があった。同社によると、

この落石事象は平成９年以前のものであり、正確な記録が残っていないが、

列車運行を支障するような落石ではなかったとのことである。このときの落

石事象を受けて、同社では、本件斜面付近の監視の措置を継続しつつ、落石

止柵及び落石検知線のかさ上げを検討し始めたが、他の優先度の高い箇所か

ら予算を投入したとのことで、本事故発生時点では未実施であった。 

また、平成３０年７月９日に、３６ｋ２５０ｍ付近で土砂崩れが発生した。

このときの土砂崩れでは、事故現場付近の線路へは、落石等は生じなかった

とのことである。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両等の損傷、痕跡に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷及び痕跡の情報 

(1) 軌道上の痕跡 

図６に、軌道上に見られた痕跡の状況を示す。まくらぎＮｏ.は、本件落

石があった地点をＮｏ.１として、そこから前方へ行くほど大きい番号を付

した。同図に示すように、まくらぎＮｏ.４～７（３６ｋ１７３ｍ～３６ｋ

１７１ｍ）及びＮｏ.２３～２４（３６ｋ１６０ｍ～３６ｋ１５９ｍ）の右

レール頭頂面にフランジ先端による走行痕が認められた。また、まくらぎ

Ｎｏ.６～２２（３６ｋ１７１ｍ～３６ｋ１６０ｍ）の右レールのゲージ

コーナー*7に、右車輪のフランジが強く接触しながら走行したと考えられる

痕跡が認められた。 

また、まくらぎＮｏ.９～９５（３６ｋ１７０ｍ～３６ｋ１１１ｍ）のま

くらぎ及びレール締結装置に、連続してフランジ先端による走行痕が認めら

れた。 

さらに、図７に示すように、まくらぎＮｏ.１（３６ｋ１７４ｍ）付近の

レール頭頂面及びＮｏ.２のまくらぎに、石の粉砕痕が認められた。 

なお、まくらぎＮｏ.１で確認された粉砕痕より後方には軌道の損傷及び

脱線の痕跡は認められなかった。 

（付図１０ 軌道の主な損傷状況 参照） 

 

                         
*7 「ゲージコーナー」とは、敷設されたレールの頭部の軌間内側で、車輪のフランジと接触する部分をいう。 
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図６ 軌道上の痕跡の状況 

 

 
図７ 石の粉砕痕 

 

(2) 落石止柵及び落石検知線の痕跡 

３６ｋ１７４ｍ付近の落石止柵の金網の上部及び落石検知線の上から２本

目において、本件落石が衝突したと見られる痕跡が認められた（図８ 参

照）。同図のように、落石止柵は金網の上部が曲損し、落石検知線は上から

２本目の線が緩んだ状態であった。 
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図８ 落石止柵及び落石検知線の損傷状況 

 

(3) 立木利用柵の痕跡 

図９に、立木柵①付近の写真を示す。立木柵①には本件落石が衝突した痕

跡は認められなかったが、立木柵①の線路側に位置する立木に擦過痕が認め

られた。 

また、図１０に、斜面の上方にある立木柵②から線路を見下ろすように撮

影した写真を示す。同図に示すように、立木柵②の上部に、本件落石が衝突

したと見られる擦過痕が認められた。 

 

 
図９ 立木柵①付近の立木に認められた擦過痕 
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図１０ 立木利用柵に認められた擦過痕 

 

(4) 転石群付近の立木の痕跡 

本事故後に同社が実施した調査によると、本件斜面の落石止柵から図５に

示す転石群までの間に位置する複数の立木に擦過痕が認められた。これらの

擦過痕のうちで最上部に位置するのは転石群のすぐ下方にある２本の立木で

あり、転石群よりも上方の斜面では擦過痕は認められなかったとのことであ

る（図１１ 参照）。 

以上、(2)～(4)で記述した斜面上の主な痕跡の位置関係を図１２に示す。

なお、同図には、3.2.4で後述する想定される落石の落下経路を併記してい

る。 
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(a) ２本のうちの下方の立木 (b) ２本のうちの上方の立木 

図１１ 転石群付近の２本の立木に認められた痕跡 

 

 

図１２ 事故現場付近の斜面上の痕跡 

 

2.4.2 車両の損傷及び痕跡の情報 

本件列車の床下、特に前台車において多数の損傷が認められた。主な損傷状況は

以下のとおりであった。 

転石群

巨岩

擦過痕が認められた箇所

土砂堆積
7~10割

立木柵②

立木柵①
落石止柵及び落石検知線

土留壁

列車進行方向本件落石があった箇所：36k174m
左レール
右レール

想定される落石の落下経路

図１１の痕跡

図９の痕跡

図１０の痕跡

図８の痕跡
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・アニマルガード*8の曲損 

・右側の排障器受の曲損 

・前台車前軸右側の軸箱もりの損傷 

・前台車右側の下揺れまくらの擦過痕 

・前台車前軸、後軸及び後台車後軸の左右の車輪の損傷 

なお、損傷した車両各部の軌道面からの高さは表３のとおりである。 

（付図１１ 車両の主な損傷状況 参照） 

 

表３ 損傷した車両各部の軌道面からの高さ 

名称 
軌道面からの 

高さ[mm] 

アニマルガード 590 

排障器受 280 

軸箱もり 160 

下揺れまくら 160 

 

2.4.3 軌道上及び線路脇にあった石の情報 

事故後、線路脇には、３６ｋ１７１ｍ付近に最大径約４００mmの石が１個、３６

ｋ１５２ｍ付近に最大径約５００mmの石が１個確認された。また、軌道上には、

３６ｋ１７４ｍ～３６ｋ１７０ｍの間に最大径約１００～１５０mmの石が点在して

いた。これらの石はいずれも砂岩であり、道床砕石とは異なる材質であった。 

同社によると、割れた石を組み合わせて寸法を測定したところ、７００mm×

５００mm×４００mm程度の大きさであり、重量は約１６０kgであった。 

（付図１２ 事故現場付近の石の点在状況 参照） 

 

２.５ 乗務員等に関する情報 

本件運転士 ３５歳 

甲種内燃車運転免許              平成２４年６月２０日 

 

２.６ 運転取扱い等に関する情報 

2.6.1 事故現場付近の制限速度等 

運転取扱いについては、届出実施基準の一部である「運転取扱実施基準」で定め

                         
*8 「アニマルガード」とは、走行安全上支障となる線路上の障害物、特に動物の巻き込み回避に主眼を置いた、

列車先頭部に取り付けられる機器である。 
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られており、事故現場付近の制限速度は８５km/hと定められている。 

また、同社が本件列車に適用している運転曲線図*9によると、事故現場付近の通

過速度は７０km/hであった。なお、運転曲線図上、半家駅から事故現場付近までの

所要時間は約９０秒である。 

 

2.6.2 落石の検知と特殊信号発光機の動作 

事故現場付近には、３６ｋ２５１ｍ～３５ｋ９５４ｍの範囲に落石検知線が設置

されている。同社によると、落石検知線は落石止柵を突き破るような大きな衝撃が

あった際に断線し落石を検知するとのことである。この落石検知線が断線すると、

３６ｋ６９５ｍに設置されている特殊信号発光機が動作し、発光信号の現示を確認

した乗務員が列車を停止させる仕組みとなっている。 

なお、同社によると、本事故発生時、特殊信号発光機は動作していなかったとの

ことである。 

 

2.6.3 列車の運転状況に関する情報 

本件列車の直前に事故現場付近を通過したのは、下り第８８１９Ｄ列車（１４時

２５分ごろ）であった。下り第８８１９Ｄ列車の運転士によると、事故現場付近に

異常はなかったとのことである。 

 

2.6.4 事故現場付近を走行する際の運転操作に関する情報 

事故現場付近の通過速度が７０km/hである一方、３５ｋ９７８ｍからの曲線区間

は制限速度が６０km/hである。同社によると、運転士は、下半家トンネルを抜けて

直線区間に入って約４０ｍ走行した後に、運転台の速度計等を見てブレーキ操作を

開始するとのことである。この約４０ｍ走行する間、運転士は見通せる範囲で広範

囲の確認と、近い範囲で視線を変えながら前方を確認するとのことである。 

本件運転士は、事故発生時においても上記のようなふだんと同様の運転操作を実

施していたとのことである。 

 

２.７ 気象等に関する情報 

2.7.1 事故当日の気象に関する情報 

予土線の沿線にある気象庁の江川崎地域気象観測所の記録によると、事故当日の

降水量は１.０mm、最大風速は２.８m/sで、８月の事故当日までの降水量の合計は

５０.５mmを観測していた。また、本事故発生当日の１８時の気温は２８.６℃、風

                         
*9 「運転曲線図」とは、制限速度や列車の性能を基に効率的な運転を計画するため、列車の速度変化や走行時

間などを、縦軸に速度及び時間、横軸に距離をとってグラフ化したものである。 
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向・風速は北北西１.３m/sであった。図１３に、事故発生前直近１週間の、１時間

ごとの降水量及び風速を示す。 

 

 
図１３ 事故発生前直近１週間の降水量と風速 

 

2.7.2 事故当日の地震に関する情報 

気象庁の震度データベース*10で、事故発生前直近１週間（令和４年８月１８日～

２５日）に震度１以上が観測された地震を検索した結果を図１４に示す。四国周辺

では、令和４年８月２４日９時３８分ごろに、本事故現場付近から西へ約５５km離

れた豊後水道を震源とする震度１の地震が観測されているのみであった。 

 

 

図１４ 事故発生前直近１週間に観測された地震 

 

 

                         
*10 気象庁震度データベース：https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.html 
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2.7.3 事故当日の日没時刻に関する情報 

国立天文台のホームページ*11によると、事故当日の高知県の日没時刻は１８時

４１分であった。また、図１の動画撮影日である令和５年４月３０日の日没時刻は

１８時４８分であった。 

 

２.８ 避難及び救護に関する情報 

本事故発生後に同社が行った乗客の避難及び救護については、同社によると、

１８時５１分ごろに救急車を手配、１９時２分ごろにタクシーを手配し、１９時５

分ごろに救急車が到着、１９時４５分ごろに乗客を本件列車から降車させ、けが人

を救急車へ、他の乗客をタクシーへ誘導したとのことである。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 脱線の発生に関する分析 

3.1.1 本件列車が軌道上にあった本件落石と衝突した地点について 

2.4.1(1)に記述したように、３６ｋ１７４ｍ付近のレール及びまくらぎに、石の

粉砕痕が認められた。また、2.4.3に記述したように、３６ｋ１７４ｍ付近から江

川崎駅方の軌道上及び線路脇には道床砕石とは異なる材質である砂岩が点在してい

た。 

これらのことから、本件列車は３６ｋ１７４ｍ付近で軌道上にあった本件落石と

衝突したと考えられる。 

 

3.1.2 脱線の過程について 

(1) 2.4.2に記述したように、アニマルガードの曲損が認められたこと、軌道

面からアニマルガードまでの高さは５９０mmであること、2.4.3に記述した

ように、本件落石の元の大きさは７００mm×５００mm×４００mm程度あった

と考えられることから、寸法上、本件落石は軌道面からの高さ方向が最も長

い径となる状態であった可能性があり、その状態の本件落石にアニマルガー

ドが衝突したものと考えられる。 

(2) 2.4.2に記述したように、アニマルガードの他に、右側の排障器受、前台

車前軸右側の軸箱もり及び前台車右側の下揺れまくらにも損傷が認められた。

表３に示した損傷した車両各部の軌道面からの高さより、本件落石は、転

                         
*11 国立天文台ホームページ、高知（高知県）のこよみ：https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/dni40.html 
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がって軌道面からの高さ方向に最も短い径が向いたとしても車両各部と衝突

するだけの大きさがあることが分かる。また、2.4.3に記述したように、本

件落石は複数の石に分割して軌道上及び線路脇に点在していた。これらのこ

とから、本件落石はアニマルガードと衝突した後に、排障器受、軸箱もり及

び下揺れまくらとも衝突し、その過程で本件落石が砕けて軌道上及び線路脇

へ分散した可能性が考えられる。 

(3) 2.4.1(1)に記述した軌道上の痕跡によると、３６ｋ１７３ｍ付近から右

レールの頭頂面にフランジ先端による走行痕が認められたことから、本件列

車は３６ｋ１７４ｍ付近で本件落石と衝突して前台車前軸右車輪がレール右

方向に乗り上がり、脱線したものと推定される。 

また、３６ｋ１７１ｍ～３６ｋ１６０ｍ付近の右レールのゲージコーナー

に右車輪のフランジが強く接触しながら走行したと見られる痕跡が認められ

たこと、３６ｋ１６０ｍ付近から右レールの頭頂面にフランジ先端による走

行痕が認められたことから、本件列車の前台車後軸は右側への力が作用しな

がら走行し、３６ｋ１６０ｍ付近で前台車後軸の右車輪がレール右方向へ乗

り上がり、脱線したものと推定される。 

さらに、３６ｋ１７０ｍ～３６ｋ１１１ｍ付近のまくらぎ及びレール締結

装置にフランジ先端による走行痕が連続して見られたことから、脱線した前

台車前軸及び後軸がまくらぎ及びレール締結装置上を走行し、前台車前軸が

３６ｋ１１１ｍ付近に到達したところで停止したものと推定される。 

 

3.1.3 脱線した時刻について 

2.1.1に記述した本件運転士の口述から、本件列車は半家駅を定刻の１８時３０

分に出発していたと考えられる。また、2.6.1に記述したように、運転曲線図上、

半家駅から事故現場付近までの所要時間は約９０秒であり、実際に走行した時間は

約９０秒であると考えられる。これらのことから、本件列車が脱線した時刻は１８

時３１分ごろであったと考えられる。 

 

３.２ 本件落石に関する分析 

3.2.1 本件落石の発生時刻 

本件落石の発生時刻は、2.6.3に記述した下り第８８１９Ｄ列車が事故現場付近

を異常なく通過した１４時２５分ごろから、3.1.3で記述した本件列車が事故現場

に差し掛かった１８時３１分ごろまでの間であったと考えられる。 
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3.2.2 本件落石の発生源 

3.1.1に記述したように、本件列車が軌道上にあった本件落石と衝突した地点は

３６ｋ１７４ｍ付近であると考えられる。また、2.4.1(2)及び(3)に記述したよう

に、３６ｋ１７４ｍ付近の斜面の立木利用柵や落石止柵及び落石検知線に本件落石

が衝突したと見られる擦過痕が認められたこと、2.4.1(4)に記述したように、転石

群付近の立木に擦過痕が認められ、転石群より上方の斜面に擦過痕は認められな

かったことから、本件落石は本件斜面上の転石群から発生した可能性が考えられる。 

 

3.2.3 本件落石の発生原因 

2.3.4(4)に記述したように、本件斜面の健全度はＡ２とされているが、斜面管理

は社内規程に従って実施されており、斜面の変状の進行は確認されていなかった。

また、2.7.1及び2.7.2に記述したように、事故発生前直近１週間では顕著な大雨、

強風及び地震は生じていない。これらのこと及び3.2.2に記述した内容から、本件

落石は、転石群の石が風化により落下した可能性が考えられ、事前に予測すること

は困難であったと考えられる。 

 

3.2.4 本件落石の落下経路 

2.4.1(3)に記述したように、立木柵②の上部に本件落石が衝突したと考えられる

擦過痕が認められたこと、立木柵①の線路側の立木に擦過痕が認められたことから、

本件落石は立木柵②の上部に衝突して跳躍し、立木柵①の上方を通過して立木に衝

突したと考えられる。また、2.4.1(2)に記述したように、落石止柵及び落石検知線

の上部に本件落石が衝突したと考えられる痕跡が認められたことから、跳躍した本

件落石は落石止柵の金網の上部に衝突して金網を折り曲げ、落石検知線の上から２

本目に衝突して緩ませ、検知線をすり抜けて軌道上に落下した可能性が考えられる。

図１５に、本件落石の想定される落下経路を示す。 
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図１５ 本件落石の想定される落下経路 

 

3.2.5 本件落石の落石エネルギーと落石止柵の耐久性能 

3.2.2に記述したように、本件落石の発生源を本件斜面上の転石群とし、「落石対

策技術マニュアル」に基づいて計算すると、本件落石の落石止柵到達地点での落石

エネルギーは、４５.２kJ以下となるものと考えられる。2.3.4(2)より、落石止柵

の設計上の吸収エネルギーは５７.１kJであることから、本件落石が、落石止柵が

落石を捕捉可能な高さの範囲内で衝突していれば、落石止柵は本件落石を捕捉でき

ていたと考えられる。 

なお、「落石対策技術マニュアル」において、『既往の実験結果によれば、斜面が

長大で落下高さが４０ｍを超えると、落石速度は一定値（終端速度）に達する傾向

があることがわかっている。』とされていることから、落石エネルギーについても、

落下高さが４０ｍを超えると一定値に達すると考えられる。ここで、落下高さを

４０ｍとすると、本件落石の落石エネルギーは４７.６kJ以下となる。このことか

ら、本件落石の発生源が転石群より上方であったとしても、落石エネルギーは落石

止柵の設計上の吸収エネルギーより小さいため、本件落石が、落石止柵が落石を捕

捉可能な高さの範囲内で衝突していれば、落石止柵は本件落石を捕捉できていたと

考えられる。 

 

3.2.6 本件落石を立木利用柵で捕捉できなかったこと 

2.3.4(1)に記述したように、本件斜面においては斜面の状況を踏まえながら多重
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の立木利用柵が設置されていた。しかしながら、2.3.4(4)に記述したように、立木

柵②には土砂が堆積して柵の高さも低くなっており、立木柵②は立木利用柵として

の機能をほとんど果たせない状態であったが、同社は土砂の撤去は必要ないと判断

していた。このように、同社は落石対策として立木利用柵を設置し、定期的に設置

状態を検査していたものの、土砂堆積への対処の必要性の判断を誤り、立木利用柵

を有効に機能させることができず、立木利用柵で落石を捕捉できなかったものと考

えられる。 

 

3.2.7 本件落石を落石止柵及び落石検知線で捕捉及び検知できなかったこと 

2.3.4(4)及び(5)に記述したように、落石止柵及び落石検知線に関しては定期的

に敷設状態及び検知機能を検査していることから、正常な状態であったと考えられ

る。また、3.2.5で分析したように、落石止柵の設計上の吸収エネルギーは本件落

石の落石エネルギーに対して十分な余裕があったと考えられ、本件落石が、落石止

柵が落石を捕捉可能な高さの範囲で衝突していれば、本件落石は落石止柵で捕捉で

きていたと考えられる。しかしながら、2.4.1(2)に記述したように、落石止柵及び

落石検知線の上部に本件落石が衝突したと考えられる痕跡が認められたことから、

本件落石は落石止柵の金網の上部（落石の捕捉可能な範囲外）に衝突したため、落

石を捕捉できなかったものと考えられる。 

また、2.6.2に記述したように、落石検知線は落石止柵を突き破るような大きな

衝撃があった場合に断線する仕様であるが、本件落石の落石エネルギーは落石止柵

を突き破るほど大きくなかったため、本件落石は落石検知線を断線せず緩めるに留

まり、間隔が広がった線間をすり抜けて、軌道上へ落下したと考えられる。 

なお、本件落石が落石止柵の上部に衝突したことは、2.3.4(2)に記述したように、

本件斜面の平均斜度が４５°であり落石止柵の柵高は約２.８ｍ必要であったのに

対し、当該の落石止柵の高さが２.０ｍであったためと考えられる。 

 

３.３ 運転取扱いに関する分析 

3.3.1 直線区間に入った直後に本件落石に気付かなかったこと 

2.1.1及び2.6.4に記述したように、本件運転士の口述によると、本件運転士はふ

だんの運転操作のとおり、直線区間に入って約４０ｍ走行する間、広範囲での確認

と近い範囲での前方確認を実施していたが、この時点では本件落石に気付かなかっ

たとのことである。また、2.7.3に記述したように、日没時刻が１８時４１分ごろ

であることから、事故が発生した１８時３１分ごろは、周囲が薄暗くなっていたも

のと考えられる。 

以上のことから、周囲が薄暗くなっていた環境下で、直線区間に入った直後に前
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方を確認しても、図１のように本件落石までは距離があるため本件落石に気付くこ

とは困難であった可能性が考えられる。 

 

3.3.2 ブレーキ操作が間に合わなかったこと 

２.１に記述したように、本件運転士が軌道上の黒いものに気付いたのは約１３０

ｍ手前であった。また、2.3.3に記述した本件列車のブレーキ性能によると、下り

勾配４‰の区間において７０km/hで走行中の本件列車が非常ブレーキを扱ってから

停止するまでの距離は約２２６ｍとなると考えられる。 

これらのことから、本件運転士が軌道上の黒いものを発見した直後に非常ブレー

キを動作させても本件落石との衝突は避けられなかったものと考えられる。 

 

３.４ 落石検知線が断線していた場合の列車停止の可否に関する分析 

2.6.2に記述したように、落石検知線が断線した場合、３６ｋ６９５ｍに設置さ

れている特殊信号発光機が動作する仕様である。2.3.3に記述した本件列車のブ

レーキ性能によると、下り勾配１０‰の区間において７０km/hで走行中の本件列車

が非常ブレーキを扱ってから停止するまでの距離は約２３７ｍとなると考えられる。

すなわち、仮に３６ｋ６９５ｍ地点からブレーキを扱ったとすると、３６ｋ４５８

ｍ付近に停止できると考えられる。 

また、3.2.1に記述したように、本件落石は本件列車が通過する前である１４時

２５分ごろから１８時３１分ごろまでの間で発生したと考えられる。さらに、

2.3.4(5)に記述したように、落石検知線の検知機能については検査で正常に動作す

ることを確認していたことから、検知機能には問題がなかったものと考えられる。 

以上のことから、落石検知線が断線していれば、特殊信号発光機が動作し、運転

士は列車を本件落石と衝突することなく停止させることができていたと考えられる。 

 

３.５ 避難及び救護に関する分析 

本事故発生後の乗客の避難及び救護に関しては、2.1.1に記述した本件運転士の

口述及び２.８に記述した避難及び救護に関する情報から、特に問題はなかったも

のと考えられる。 

 

３.６ 再発防止に関する分析 

本件斜面においては、斜面の状況を踏まえながら落石対策が実施されていた。具

体的には、2.3.4(1)に記述したように、線路際の土留壁の上部には落石止柵及び落

石検知線が、更に斜面上には２組の立木利用柵が設置されていた。 

しかしながら、3.2.6及び3.2.7に記述したように、立木柵②には土砂が堆積して
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いたため、落石が立木柵②の上部に衝突して跳躍したと考えられることから、立木

柵②が機能していれば落石を捕捉できていた可能性が考えられる。また、落石止柵

の上部に衝突して軌道上へ落下したと考えられることから、落石止柵の高さが不足

していたものと考えられる。 

これらのことから、 

(1) 立木柵②の土砂堆積の解消及び修復、又は立木利用柵の新設 

(2) 落石止柵及び落石検知線のかさ上げ 

が、同種事故の再発を防止するために必要と考えられる。 

また、本事故を踏まえて、同社は本事故発生箇所と同様な線路際の斜面に立木利

用柵、落石止柵又は落石検知線が設置されている箇所を抽出し、これらの設備が有

効に機能するかを点検するとともに、必要により土砂堆積の解消や設備の修復を行

う等の措置を講じ、事故の未然防止を図ることが望ましい。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、斜面から軌道上に落下していた石に列車が衝突したため、前台車前軸

右車輪がレール右方向に乗り上がり、脱線したものと推定される。 

斜面から石が落下したことについては、斜面上の転石群の石が経年的な風化によ

り落下した可能性が考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

(1) 立木利用柵の土砂堆積の解消及び修復 

土砂堆積を解消して立木利用柵を修復し、有効な高さを確保することによ

り、立木利用柵が機能する状態に復旧する必要がある。 

(2) 立木利用柵の新設 

(1)の立木利用柵の土砂堆積の解消が困難な場合には、新たに立木利用柵

を設置する必要がある。 

(3) 落石止柵及び落石検知線のかさ上げ 

事故現場付近においては落石止柵の高さが不足していたため、落石止柵の

かさ上げを行い、併せて落石検知線の設置位置もかさ上げする必要がある。 
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(4) 本事故発生箇所と同様な斜面の点検及び措置 

本事故を踏まえて、同社は本事故発生箇所と同様な線路際の斜面に立木利

用柵、落石止柵又は落石検知線が設置されている箇所を抽出し、これらの設

備が有効に機能するかを点検するとともに、必要により土砂堆積の解消や設

備の修復をする等の措置を講じ、事故の未然防止を図ることが望ましい。 

 

５.２ 事故後に同社が講じた措置 

(1) 立木利用柵の敷設範囲の拡張 

下方の立木利用柵の敷設範囲を１５ｍ拡張し、３６ｋ１８９ｍ～３６ｋ

１６０ｍとした。 

(2) 落石止柵のかさ上げ 

元の高さが２ｍであった落石止柵を３ｍにかさ上げした。 

(3) 落石事象が想定される箇所の点検及び対策 

予土線全線において、落石事象が想定される箇所を点検した。点検の結果、

対策が必要と考えられる箇所は１４か所あり、現在までに５か所で落石止柵

のかさ上げ等の対策を実施した。令和５年度は、更に２か所で対策を実施す

る計画とのことである。 

なお、現時点で対策未実施である９か所では、列車の落石への衝突や脱線

のリスクを低減することを目的として、列車の運転速度を３０km/hに制限す

るソフト対策を行っている。 
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付図１ 予土線の路線略図 

 

 

付図２ 事故現場付近の地形図 
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付図３ 事故現場の状況と略図 
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付図４ 事故現場付近の表層地質図 
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付図５ 事故現場付近の略図 
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付図６ 巨岩の状況 
 

 

平成１８年１２月８日に撮影された巨岩 

 

 

令和４年１０月１９日に撮影された巨岩 

 

 

変状なし 
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付図７ 転石群の状況 
 

  

平成１８年１２月８日に撮影された転石群 

 

 

令和５年４月２４日に撮影された転石群 

 

 

 

 

変状なし 
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付図８ 立木利用柵の土砂の堆積の状況 
 

 

図４の立木柵②を上から見た状況 

 

 

図４の立木柵②を横から見た状況 
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付図９ 落石止柵の土砂の堆積の状況 
 

 

３６ｋ１７４ｍ付近の落石止柵の状況 
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付図１０ 軌道の主な損傷状況（１） 
 

 

３６ｋ１７３ｍ付近のフランジ先端走行痕 

 

 
３６ｋ１７３ｍ付近のフランジ先端走行痕のすぐ前方のまくらぎ上の痕跡 

 

 

  



 

 

- 36 - 

付図１０ 軌道の主な損傷状況（２） 
 

  

３６ｋ１６０ｍ付近のフランジ先端走行痕 

 

 
３６ｋ１６０ｍ付近のフランジ先端走行痕のすぐ前方のまくらぎ上の痕跡 
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付図１１ 車両の主な損傷状況（１）（載線後に撮影） 
 

   

前台車前軸右車輪の内面        前台車前軸右車輪の外面 

 

   
前台車前軸左車輪の内面        前台車前軸左車輪の外面 
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付図１１ 車両の主な損傷状況（２）（載線後に撮影） 
 

  

前台車後軸右車輪の内面        前台車後軸右車輪の外面 

 

    

前台車後軸左車輪の内面        前台車後軸左車輪の外面 

 

  



 

 

- 39 - 

付図１１ 車両の主な損傷状況（３） 
 

  

アニマルガードの損傷 

 

 

前台車前軸右車輪付近の損傷（載線後に撮影） 

 

 
後台車右側の状況（載線後に撮影） 
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付図１２ 事故現場付近の石の点在状況 
 

 

 

 


